
掛金助成手帳の更新に際しての注意事項 
「掛金助成手帳証紙貼付満了による手帳更新申請書（様式第 006 号） 

 

. 

１．記入例を参照のうえ、空欄のないよう全ての項目を記入してください。 

 

２．必ず証紙の貼付が満了となった掛金助成手帳を添付して建退共支部に提出してください。 

 

３．「申請書に添付した手帳の証紙貼付日数」欄については、手帳に貼付した証紙（200 日分）

の図柄及び色（赤・青別）ごとに記入してください。 

 

４．本書は、掛金助成手帳の更新専用です。 

掛金助成手帳以外の手帳の更新については、「様式第 005 号」をご使用ください。 

 

５．本書は１部（手帳更新者が６名以上の場合は複数枚）を作成して、建退共支部にご提出く

ださい。 

 

６．本書はＡ4 サイズです。印刷するときは、拡大／縮小率を１００％として印刷してくださ

い。（印刷メニューにおいて、ページ処理項目の「ページの拡大／縮小」が「なし」にな

っていることをご確認のうえ、実行してください。） 

 

７．その他、詳細については各都道府県支部にお問い合わせください。 

http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/shozaichi/shozaichi03.html 

 

８．下記に該当する場合には、被共済者として制度を継続することはできませんので、建退共

支部にお申出ください。 

なお、その事実が判明した日以降に納付した掛金は返還対象となる場合がございます。 

 

   ・事業主、役員報酬を受けている方、及び本社等の事務専用社員、同居の親族のみ 

を雇用する事業所の使用者及び個人企業の配偶者 

   ・中退共・清退共・林退共の制度に加入している方 

 

 

 

 



建退共使用欄

　ませんので、建退共支部にお申出ください。

  役員報酬を受ける役員、または代表者となった方、新たに中小企業退職金共済（中退共）、清酒製造業退職金

FAX番号
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　共済（清退共）、林業退職金共済（林退共）の被共済者となった方は被共済者として制度を継続することはでき

3 　手帳の更新は、原則として手帳交付日から10ヶ月以上の期間が経過しないとできません。

4 　被共済者の住所は現住所をご記入ください。また、変更があった場合は「被共済者氏名等変更届」をご提出ください。

5 　掛金助成手帳以外の手帳を更新する場合には、「共済手帳更新申請書（第005号）」をご使用ください。

（注意） 1 　証紙を貼り終えた場合又は手帳の表紙に記載されている更新時期が到来した場合には、必要事項をご記入のうえ、

　掛金助成手帳を添えて建退共支部にご提出ください。

2 　証紙貼付日数は実際に貼付した日数をご記入ください。（掛金助成日数を除く。）
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様式 第 ００６ 号 Ｋ５

様式 第 ００６ 号 Ｋ５


	n_06.kakekinjosei_koushin_2020.10まで.pdf
	n_06.kakekinjosei_koushin.pdf
	手帳更新申請書（掛金助成）（様式第006号） 1.pdf
	手帳更新申請書（掛金助成）（様式第006号） 2
	02.手帳更新申請書(掛金助成）20201101 - コピー - コピー (2)




